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65
歳
以
上
の
方
の　
　
　
　
　

　
　

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　

平
成
24
年
度
の
介
護
保
険
料
は
４

月
１
日
現
在
の
世
帯
に
お
け
る
市
町

村
民
税
の
課
税
状
況
等
に
よ
っ
て
７

月
に
確
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
保
険
料
が
確
定
す
る

ま
で
の
納
付
方
法
は
、
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

■
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　

４
・
６
・
８
月
の
納
付
額
は
、
平

成
24
年
度
の
市
町
村
民
税
の
課
税

状
況
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
平

成
23
年
度
２
月
と
同
額
を
天
引
き
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
６
月
以
降
、

保
険
料
が
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。）

■
普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）

　

４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
平
成
24
年

４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の
世

帯
の
状
況
と
、
平
成
23
年
度
市
町
村

民
税
の
課
税
状
況
等
に
よ
り
算
定
し

た
保
険
料
を
暫
定
的
に
納
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
る

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
24
年
度
の
納
入
通
知
書
は
、

４
月
中
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。

■
４
月
２
日
以
降
に
65
歳
に
な
る
方

　

介
護
保
険
料
の
通
知
書
を
65
歳
に

な
る
月
の
翌
月
に
送
付
し
ま
す
。

　

徴
収
方
法
は
、
普
通
徴
収
と
な
り

ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
る
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
に
よ
り
毎
月
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ

る
の
は
、
65
歳
到
達
か
ら
お
お
む
ね

６
ヵ
月
後
か
ら
と
な
り
ま
す
。

＊
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

手
続
き
は
、
納
入
通
知
書
に
同
封

さ
れ
て
い
る
申
込
書
に
記
入
し
て
ポ

ス
ト
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
介
護
保
険
料
の
減
免
が
あ
り
ま
す

　

火
災
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
徴
収
を
猶
予
し
た
り
、
減
免

等
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
段
階
が
特
例
第
３

段
階
お
よ
び
第
３
段
階
の
方
を
対
象

と
し
た
減
免
制
度
も
あ
り
ま
す
。
こ

ち
ら
の
申
請
は
、
７
月
下
旬
か
ら
受

付
け
ま
す
。
市
の
介
護
保
険
窓
口
か

佐
賀
中
部
広
域
連
合
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

業
務
課

　

☎
４
０

－

１
１
３
５

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
が
い
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
１

■平成24年度 65歳以上の方の段階別介護保険料額（24年度から変更になりました）
保険料段階 対　象　者 算　式 保険料

第１段階 生活保護を受給している方。または、世帯全員の市町民税が
非課税で老齢福祉年金を受給している方

基準額
×0.5

月額 2,635円
（年額31,620円）

第２段階 世帯全員の市町民税が非課税で、前年の合計所得金額＋前年
の課税年金収入額が80万円以下の方

基準額
×0.5

月額 2,635円
（年額31,620円）

特例第３段階 世帯全員の市町民税が非課税で、前年の合計所得金額＋前年
の課税年金収入額が120万円以下の方

基準額
×0.66

月額 3,478円
（年額41,736円）

第３段階 世帯全員の市町民税が非課税で上記以外の方 基準額
×0.75

月額 3,953円
（年額47,436円）

特例第４段階
本人の市町民税が非課税の方で、前年の合計所得金額＋前年
の課税年金収入額が80万円以下の方

（世帯に課税者がいる場合）

基準額
×0.91

月額4,796円
（年額57,552円）

第４段階 本人の市町民税が非課税の方で上記以外の方
（世帯に課税者がいる場合） 基準額 月額 5,270円

（年額63,240円）

第５段階 本人に市町民税が課税されており、前年の合計所得金額が
125万円未満の方

基準額
×1.16

月額 6,113円
（年額73,356円）

第６段階 本人に市町民税が課税されており、前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の方

基準額
×1.25

月額 6,588円
（年額79,056円）

第７段階 本人に市町民税が課税されており、前年の合計所得金額が
200万円以上400万円未満の方

基準額
×1.5

月額 7,905円
（年額94,860円)

第８段階 本人に市町民税が課税されており、前年の合計所得金額が
400万円以上600万円未満の方

基準額
×1.75

月額 9,223円
（年額110,676円)

第９段階 本人に市町民税が課税されており、前年の合計所得金額が
600万円以上の方

基準額
×2.0

月額 10,540円
（年額126,480円)

取り戻した過払い金の中から20～25％をいただくのみです。
詳しくはお電話、またはブログをご覧下さい。

弁護士 福田 大志 弁護士 行武 謙一

有
料
広
告

有
料
広
告
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楽しく体を動かそう！

神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー
201
2 年の

チャレンジデーは
５月30日
（水）

★チャレンジデーとは？

　チャレンジデーとは、毎年５月の最終水曜日に人口規模がほぼ等しい自治体間で、午前０時から午後９時までの
間に15分間以上継続して運動やスポーツ等の身体活動を行った率「参加率（％）」を競い合い、敗れた場合は対戦
相手の自治体の旗を庁舎のメインポールに１週間掲揚するというユニークなルールによって行われる『まちの威信
と名誉』をかけた、住民参加型のスポーツイベントです。
　皆さんで参加しましょう！

　チャレンジデーは、５月30日（水）の午前０時から午後９時までの間であれば
いつでも！神埼市内であればどこでも！年齢や性別を問わず誰でも！参加できます。
　当日開催されるイベントに参加するのもＯＫ！家族、職場、地域ぐるみで運動
を行うのもＯＫ！個人で運動をしてもＯＫです。その日に神埼市内にいる人であ
れば、だれでも参加できます。
　ちょっとした工夫で平日でも運動を行うことができることを実感し、今後、運動を習
慣づけるきっかけづくりにもなります。
　皆さん一人ひとりが主役です！心と体の健康づくりのため、そして、皆さんの手で神
埼市を勝利に導いてください。

◎問い合わせ先
　神埼市チャレンジデー実行委員会（神埼市教育委員会　社会教育課）　☎44－2731

　納めて安心！国民年金
～国民年金保険料と納付方法～

■平成24年４月分から
　国民年金保険料が引き下げられます
【保険料】平成23年度…月額15,020円
　　　　　　⇒平成24年度…月額14,980円
　国民年金保険料は、日本年金機構から４月上
旬に送られてくる「納付案内書」などによって、
毎月の保険料を翌月の末日までに金融機関（ゆ
うちょ銀行を含む）または、コンビニエンスス
トアで納めてください。
■便利でお得な口座振替も利用できます
　当月分保険料を当月末に引き落とす口座振替
を希望された場合、月々 50円が割引されます（早
割制度）。また、６ヶ月、１年前納を希望された
場合、現金納付よりも割引額が大変お得となっ
ています。

■大変お得な前納制度
　国民年金保険料は、翌年３月分までの期間または定められ
た月数について前納すると、保険料の割引があります。

【平成24年度保険料１年分を前納した場合】
（毎月払い）14,980円×12ヶ月＝179,760円
（前納納付書で１年分を納付）    176,570円

　平成20年３月からクレジットカードによる支払いもできる
ようになっています。詳しくは、お問い合わせください。

◎問い合わせ先
　日本年金機構佐賀年金事務所　☎31－4194
　神埼市役所　市民課 　　　 ☎37－0115

3,190円の割引！

有
料
広
告

有
料
広
告

★いつでも、どこでも、誰でも楽しく参加できます！
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７月 ８月 ９月

日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント

1 日 1 水 1 土

2 月 健康相談（要予約） 2 木 2 日 千 住民総合健診(歯科健診有)

3 火 3 金 3 月 千 住民総合健診

4 水 4 土 4 火 千 住民総合健診

5 木 5 日 5 水 千 住民総合健診

6 金 6 月 健康相談（要予約） 6 木 千 住民総合健診

7 土 7 火 7 金 千 住民総合健診

8 日 8 水 8 土

9 月 健康相談（要予約） 9 木 9 日

10 火 10 金 10 月 健康相談（要予約）

11 水 11 土 11 火 神 住民総合健診

12 木 12 日 12 水 神 住民総合健診

13 金 13 月 健康相談（要予約） 13 木 神 住民総合健診

14 土 14 火 14 金 神 住民総合健診

15 日 15 水 15 土

16 月 海の日 16 木 16 日

17 火 17 金 17 月 敬老の日

18 水 18 土 18 火 神 住民総合健診

19 木 19 日 19 水 神 住民総合健診・夜間健診

20 金 20 月 健康相談（要予約） 20 木 神 住民総合健診

21 土 21 火 21 金 神 住民総合健診

22 日 22 水 22 土 秋分の日

23 月 健康相談（要予約） 23 木 23 日 神 住民総合健診(歯科健診有)

24 火 24 金 脊 住民総合健診 24 月 神 住民総合健診

25 水 25 土 脊 住民総合健診(歯科健診有) 25 火

26 木 26 日 26 水 脊 結果説明会

27 金 27 月 健康相談（要予約） 27 木

28 土 28 火 28 金

29 日 29 水 29 土

30 月 健康相談（要予約） 30 木 30 日

31 火 31 金 千 住民総合健診

★住民総合健診
　健診項目：各種がん検診（肺がん・胃がん・大腸がん・子宮頸がん・前立腺がん）、肝炎ウイルス検査、
　　　　　　若年健診、歯とお口の健診（土・日のみ）、神埼市国保特定健診、後期高齢者健診
◆詳細については、全戸配布の「各種健診世帯別基礎調査票」同封チラシをご参照ください。
※基礎調査票にて、健診のお申し込みをいただいた方には、8月中旬頃に健診の案内通知と受診票等を

送付します。

17ページに続きます。

◎問い合わせ先　　神埼市役所　保健環境課（神埼町保健センター）　☎51－1234
★目立つところに貼ってご活用ください。
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４月 ５月 ６月

日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント

1 日 1 火 1 金 神 乳がん・骨粗鬆症検診(要予約)

2 月 健康相談（要予約） 2 水 2 土 神 乳がん検診（要予約）

3 火 3 木 憲法記念日 3 日

4 水 4 金 みどりの日 4 月 健康相談（要予約）

5 木 5 土 こどもの日 5 火

6 金 6 日 6 水

7 土 7 月 健康相談（要予約） 7 木

8 日 8 火 8 金

9 月 健康相談（要予約） 9 水 9 土

10 火 10 木 10 日

11 水 11 金 11 月 健康相談（要予約）

12 木 12 土 12 火

13 金 13 日 13 水

14 土 14 月 健康相談（要予約） 14 木

15 日 15 火 15 金

16 月 健康相談（要予約） 16 水 16 土 脊 乳がん検診（要予約）

17 火 17 木 17 日

18 水 18 金 18 月 健康相談（要予約）

19 木 19 土 19 火

20 金 20 日 20 水

21 土 21 月 健康相談（要予約） 21 木

22 日 千 乳がん検診（要予約） 22 火 22 金

23 月 千 乳がん検診（要予約） 23 水 23 土

24 火 千 乳がん・骨粗鬆症検診(要予約) 24 木 24 日

25 水 神 乳がん検診（要予約） 25 金 25 月 健康相談（要予約）

26 木 神 乳がん検診（要予約） 26 土 26 火

27 金 神 乳がん検診（要予約） 27 日 27 水

28 土 28 月 千 乳がん検診（要予約） 28 木

29 日 昭和の日 29 火 乳がん検診（要予約） 29 金

30 月 振替休日 30 水 神 乳がん検診（要予約） 30 土

31 木 乳がん検診（要予約）

★健康相談（要予約）
　受付時間：9時～ 11時
　場　　所：応相談
※場所の相談や資料の準備等がありますので、

事前にお電話にてご連絡ください。
◆電話相談は随時受け付けています。

★乳がん・骨粗鬆症検診（電話予約が必要です！）

【検査内容】
　乳がん検診：視触診・マンモグラフィ
　骨粗鬆症検診：腕の骨量測定
◆詳細については、30ページのお知らせおよび

全戸配布の「各種健診世帯別基礎調査票」同
封チラシをご参照ください。

平成24年度　健康カレンダー（４～９月・成人）保存版
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火
曜
日
は

午
後
７
時
ま
で
窓
口
延
長

「
固
定
資
産
課
税
台
帳
」
の
縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
ま
す

　

神
埼
市
庁
舎（
本
庁
）で
は
、
毎
週

火
曜
日（
祝
祭
日
除
く
）は
、
午
後
７

時
ま
で
窓
口
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
取
り
扱
う
業
務

・
住
民
異
動
届

　
（
転
入
・
転
出
・
転
居
な
ど
）

・
住
民
票
の
写
し
の
発
行

・
戸
籍
謄
本
・
抄
本
の
発
行

・
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
発
行

・
身
元（
分
）証
明
書
の
写
し
の
発
行

・
印
鑑
登
録
・
印
鑑
登
録
証
明
書
の

発
行

※
印
鑑
登
録
証
明
書
の
発
行
は
、
必

ず
印
鑑
登
録
証
（
カ
ー
ド
）
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明

書
の
発
行

・
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
・
交
付

・
国
民
健
康
保
険
関
係

　

資
格
取
得
（
転
入
・
社
保
離
脱
・

出
生
等
）、
資
格
喪
失
（
転
出
・

社
保
加
入
・
死
亡
等
）、
子
ど
も

の
医
療
費
、
乳
幼
児
・
就
学
前
・

小
学
生
医
療
費
助
成
、
葬
祭
費
助

成
各
申
請
受
付

・
後
期
高
齢
者
医
療
関
係

　

75
歳
到
達
、
転
入
、
転
出
、
死
亡

で
の
資
格
喪
失
、
葬
祭
費
各
申
請

受
付

 

時
間
外
の
戸
籍
受
付
が
で
き
ま
す

　

神
埼
市
役
所
、
千
代
田
支
所
、
脊

振
支
所
で
は
、
時
間
外
に
戸
籍
の
戸

籍
届
出
（
婚
姻
・
出
生
・
死
亡
な
ど
）

の
受
領
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
平
日
の
時
間
外
、
土
・
日
・
祝
日
・

年
末
年
始
な
ど
に
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。

　

旧
町
村
（
神
埼
町
・
千
代
田
町
・

脊
振
村
）発
行
の
印
鑑
登
録
証
を「
神

埼
市
印
鑑
登
録
証
」
へ
切
替
え
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

手
続
き
の
際
に
は
、「
旧
町
村
発

行
の
印
鑑
登
録
証
」
と
新
登
録
証
受

取
用
の「
認
印
」を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
各
支
所
の
総
合
窓
口
課
で
も
切
替

え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

︻
縦
覧
︼

　

自
己
の
資
産
と
他
の
固
定
資

産
の
評
価
額
を
比
較
す
る
こ
と

で
評
価
額
が
適
正
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
縦
覧
で
き
る
方

　

神
埼
市
内
に
土
地
・
家
屋
を
所

有
し
て
い
る
固
定
資
産
税
の

納
税
者

○
縦
覧
期
間

　

５
月
31
日
（
木
）
ま
で

　
　
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

○
場
所　

神
埼
市
役
所   

税
務
課

︻
閲
覧
︼

　

自
己
所
有
の
固
定
資
産
税
の

基
礎
と
な
る
価
格
な
ど
が
登
録

さ
れ
て
い
る
「
固
定
資
産
課
税
台

帳
（
名
寄
帳
）」
の
内
容
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
閲
覧
で
き
る
方

　

固
定
資
産
の
所
有
者
（
納
税
義

務
者
）、
借
地
借
家
人
等

○
閲
覧
期
間

　

通
年

　
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

○
場
所

　

神
埼
市
役
所   

税
務
課

　

千
代
田
支
所　

総
合
窓
口
課

　

脊
振
支
所　

総
合
窓
口
課

▲神埼市印鑑登録証

 

印
鑑
登
録
証
の
切
替
え
を

 
行
っ
て
い
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課　

　

☎
３
７

－

０
１
１
６

　

固
定
資
産
税

は
、
市
民
税
と
並

び
市
の
財
政
を
支

え
る
基
幹
的
な
税

と
し
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

　

固
定
資
産
の
評

価
額
が
適
正
か
ど

う
か
を
確
認
で
き
る
制
度
と
し
て
固

定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
・
閲
覧
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
本
人
確
認
が
で
き
る
公
的
身
分
証

明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
代
理
人
の
場
合

　

委
任
状
お
よ
び
代
理
人
の
公
的
身

分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
借
地
借
家
人
等
の
場
合

　

賃
貸
契
約
書
な
ど
（
有
償
の
賃
貸

借
で
対
象
と
な
る
土
地
・
建
物
が

明
確
な
も
の
）

◎
問
い
合
わ
せ
先　

　

神
埼
市
役
所　

税
務
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
４

JR神埼駅

国道34号線

神埼高

神埼中

市役所

警察署
至佐賀

至
吉
野

里

中
央
公
民
館消

防
署

和紙表、カラー表、ヘリなし畳できます！和紙表、カラー表、ヘリなし畳できます！
見本を持って伺います。　　見積は無料です。

たくさんの見本（畳表・襖紙）の中から選んでください。

有
料
広
告

有
料
広
告
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賃
貸
ア
パ
ー
ト
退
去
時
の
ト
ラ
ブ
ル
に
ご
注
意
！

住まいの事なら何でも
お気軽に
ご相談ください！

神埼町竹2050-1
URL.http://www.cohshin.com

小さなことでもお気軽に！

屋根・外壁塗装から
　　　リフォームまで

クーポン券 進呈中！クーポン券 進呈中！
不用品買取・処分
水もれ・つまり・温水器修理
建具・サッシ修理・害鳥
害虫駆除・ペット出入口
外壁の青コケ防止など
省エネ・介護リフォーム申請

さな と もお気軽軽に！
住まいの便利屋

〒842-0003　神埼町本堀2616-6

★夏休み短期ホームステイ参加者募集中★
（英語教室の生徒以外でも参加できます）

有
料
広
告

有
料
広
告

　

就
職
や
進
学
、
転
勤
な
ど
で
４
月

か
ら
新
た
な
地
で
新
生
活
を
始
め

ら
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

引
っ
越
し
で
賃
貸
住
宅
や
ア
パ
ー
ト

を
退
去
す
る
際
に
は
「
ク
ロ
ス
の
張

り
替
え
な
ど
の
費
用
を
請
求
さ
れ

た
」「
敷
金
が
返
還
さ
れ
な
い
」
と

い
っ
た
敷
金
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
も

多
く
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

■
敷
金
と
は
？

　

家
賃
の
滞
納
や
、
建
物
を
傷
つ
け

た
り
壊
し
た
り
し
て
賠
償
の
義
務
が

あ
る
と
き
に
、
そ
れ
を
担
保
す
る
目

的
で
家
主
に
預
け
て
い
る
も
の
で
す
。

　

正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
全
額
が

返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。

■
原
状
回
復
と
は
？

　

一
般
の
賃
貸
住
宅
の
契
約
に
は
、

必
ず
借
り
主
に
対
し
退
去
時
の
「
原

状
回
復
義
務
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
原
状
回
復
義
務
と
い
っ
て
も
、

借
り
主
が
借
り
た
当
時
の
状
態
に
戻

す
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
建
物
の

価
値
は
時
間
の
経
過
に
よ
り
減
少
す

る
も
の
で
す
し
、
普
通
の
住
み
方
、

使
い
方
を
し
て
い
れ
ば
そ
の
ま
ま
返

せ
ば
い
い
の
で
す
。
し
か
し
使
い
方

が
良
く
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
損

耗
に
関
し
て
は
借
り
主
が
費
用
を
負

担
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
ア
ド
バ
イ
ス

・
契
約
書
を
よ
く
確
認
し
、
退
去
時

の
原
状
回
復
の
負
担
に
つ
い
て
理

解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

・
退
去
時
は
も
ち
ろ
ん
入
居
時
に

も
、
賃
貸
人
・
賃
借
人
双
方
が
立

ち
会
い
、
部
屋
の
状
況
を
確
認
し

記
録
を
残
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

　

消
費
生
活
相
談
窓
口
は
広
域
連
携

を
し
て
い
ま
す
の
で
近
隣
市
町
で
も

相
談
可
能
で
す
。

　

詳
し
く
は
相
談
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

に
な
る
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

商
工
観
光
課

　

☎
３
７

－

０
１
０
７

ご存知ですか？就学援助制度 下水道等の使用料を市に納入している方へ

不妊治療助成事業のお知らせ

　神埼市では、市内在住で小中学校に通うお子
さんの学用品費や給食費の支払いに経済的な理
由でお困りのご家庭に対し、その費用の一部を
援助する制度を設けています。
●対象
　生活状態が、生活保護世帯に準ずる程度に困
窮している家庭
●申込方法
　教育委員会または市内小中学校に備え付けの
「就学援助申請書」に必要事項を記入して、初
めて申請する場合は教育委員会へ、現在受給中
の場合は学校に提出してください。
●申請期限　随時受け付け
※４月からの援助を希望される場合は、４月27
日（金）まで。

◎申込・問い合わせ先
　神埼市教育委員会  学校教育総務課  ☎44－2296

　市では、下水道、農業集落排水、浄化槽の使用料について、
住民基本台帳の人数で徴収しています。
　長期入院されている方、学生などで、住民基本台帳に生活
実態のない方がおられる世帯では、減免申請ができます。
※減免は申請月からになります。
◎申請・問い合わせ先　神埼市役所　下水道課　☎37－0105

　神埼市では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減
を図るため、平成24年度も引き続き、治療に要する費用の一
部を助成します。
　治療をお考えの方は、ご相談ください。詳しくご説明します。
　平成24年２月１日から３月31日までの治療終了分の助成
は、４月27日（金）まで申請を受け付けます。早めの申請を
お願いします。
◎申請・問い合わせ先　神埼市役所　保健環境課　☎51－1234
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神埼市子育て支援
センターだより

　市では「神埼市子育て支援センタ－事業」を通じ、子育て
支援、遊びの場の提供、育児相談などに取り組んでいます。
神埼市内にお住まいの子育て中の親子であればどなたでも参
加できます。（対象児：生後６ヶ月からの未就園児）

＊　ひ　だ　ま　り　の　会　＊
と　　き 対象年齢 内　　　容 ところ 申込締切日

４月

5日（木）

10:00 ～　　
　　11:30

全年齢児

親子ふれあい遊び

千代田町保健センター

参加を希望される方は
必ず３日前までにお申
し込みください。
※電話可
月～金曜日（祝日を除く）
9：00 ～ 16：00

12日（木） 大きくなったかな
19日（木） お散歩へ行こう
26日（木） かわいい手形

５月
2日（水） こいのぼり製作

10日（木） 2歳以上児 公園へ行こう 高取山公園

　◎問い合わせ先
　　神埼市子育て支援センター
　　（千代田町保健センター内）
　　☎44－4908

《子育て相談》
子育てについて迷ったり・・・誰でもありますよね。電話や窓
口などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。
○とき　月～金曜日（祝日を除く）９：00 ～ 16：00

○家庭・学校支援チーム「ほっとサロン」
※お友だちやお子さんと一緒に、気軽にお立ち寄りください。

と　　き ところ

４月

19日（木）
『あすは きっと･･･』の会
10:00 ～ 12:00

神埼市中央公民館
２階　和室研修室

26日（木）
『ほっとサロン』
10:00 ～ 15:00

神埼市中央公民館
１階　和室研修室

「あすはきっと･･･」の会とは？
一人で悩まないでいっしょに考え
る場です。

「ほっとサロン」とは？
子育てに関わる人たちが自由に
集いおしゃべりする場です。

◎問い合わせ先　家庭・学校支援チーム（神埼市教育委員会　社会教育課内）　☎44－2731

　4月19日(木)は、春の風を感じながらお散歩をしましょ
う。千代田町保健センターをスタートしてお散歩します。
歩けない子どもさんはバギー車を持って来て下さい。帽
子、着替え、お茶なども持って来て下さい。雨天時は、
保健センター内でお遊び会をします。

 ふれあい遊び 

　4月5日(木)は、今年度、第１
回のひだまりの会です。新しい
お友達も遊びに来てください。

 大きくなったかな 

　4月12日(木)は、身長・体重測定をしま
す。興味ある方は、ぜひ参加してください。

 かわいい手形 

　4月26日(木)は、スタンプ
で手形を取ってかわいいカー
ドを作りませんか？汚れても
いい服装で来てください。

お散歩へ行こう

☀
ひ
だ
ま
り
の
会
☀ 

 

2
月
2
日
節
分

新学期を迎えて親も子も緊張の連続･･･。ちょっと一息入れませんか？
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安心してくつろげる施設に 木のぬくもりが溢れた保育園が完成

貴重な史跡との共存を

限定販売の菱焼酎　当選者が決定

西郷保育園 新園舎落成式

史跡姉川城跡保存管理計画策定委員会 開催

老人憩の家建替検討委員会から報告

菱焼酎原酒55本限定販売 抽選会

　神埼町老人憩の家
の建替にあたり、建
替検討委員会（宮島 
清 委員長）から検討
事項についての報告
書が提出されました。
　現在の施設は建築
から40年が経過し、
雨漏りや柱の傾斜な
ど老朽化が進んでい
ます。委員会では、
高齢者がより使いやすく、また市民が広く利用できる
よう、施設の機能や規模、建替場所などの検討が重ね
られ、報告が行われました。

　老朽化のた
め改築が進め
られていた市
立西郷保育園
の新園舎が完
成し、２月25
日に落成式が
行われました。
　工事経過報告や感謝状の贈呈が行われた後、年長組
の園児たちが音楽に合わせてダンスを披露し、式典に
花を添えました。
　新園舎は地元脊振の木材を使用し、自然の風と光を
十分に取り入れた明るく温かな保育室を備えています。
様々な行事に利用できる子育てサロン室も設けられ、
親子のふれあいや地域との交流の中で園児たちの新し
い生活が始まります。

　２月23日、「姉川城跡」の保存管理計画策定委員会が
開催されました。

　「姉川城跡」は、平成22年２月22日に国史跡の指定を
受けました。この委員会では、史跡を保護し活用する
ために、その基本となる保存管理の方策や史跡の将来
像などを策定することを目的としています。
　委員会は、佐賀大学宮島敬一教授を委員長、姉川下
分栁川和政区長を副委員長とし、金田章裕 人間文化研
究機構長、西谷正 九州歴史資料館館長、大串浩一郎 佐
賀大学教授、木塚厚孝 姉川上分副区長の各分野の有識
者と地元代表者の６人で構成し、文化庁記念物課の三
宅克広文化財調査官や佐賀県教育委員会の五島昌也係
長にアドバイザーとして出席いただきました。今回は、
保存管理計画を策定する上で基本となる、「姉川城跡」
の価値や構成要素の整理、保存管理に関する問題・課
題の整理について協議し、指導・助言を受けました。
　この保存管理計画の策定は平成23・24年度の２カ年
で行います。史跡指定地内には多数の民家や農地があ
り、史跡の中で住民の皆様が生活を続けていただける
ような、遺跡の保護と住民の暮らしが共存する、「史跡
姉川城跡」という、全国的にも稀な保存管理計画の作
成を目指しています。

　３町村合併５周年を記念して取り組んだ神埼産和菱
による菱焼酎の限定販売者を決める抽選会を行いまし
た。
　応募者85人の中から、55人の方が選ばれました。当
選された方には、販売期日と場所を返信用はがきでお

知らせしました。
　今年も神埼ブランドの焼
酎作りに取り組みますので、
よろしくお願いします。


